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結論： 消費増税は予定どおり行うべき

（2014年4月：5％⇒8％、 2015年10月：8％⇒10％）

根拠①： 増税による景気の押下げ効果
＜増税回避による市場の混乱の影響

根拠②： 財政再建のためには、(1)増税と(2)デフ
レ脱却の両立が必要 低条件
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消費増税に関する考え方

消費増税の考え方 経済・市場・財政に及ぼすインパクト

家計消費の減少 （－） 駆け込み需要と反動減は不可避

住宅投資の減少 （－） 駆け込み需要と反動減は不可避

税収の増加 （＋） 5％分で約12兆円の税収増が期待。ただし、財政改善には更なる増税が必須

課税対象の拡大 （＋） 広く徴収することが可能

財政再建へのコミットメント （＋） 国際公約へのコミットメントを通じ、信任の確保につながる

消費増税を回避した場合

格下げ （－） 格付けはＡ格へ引き下げられる可能性大。株・債券・為替市場で「日本売り」の混乱

国債利払い負担増 （－） 市場金利の上昇により、事後的に国債の利払い負担が増加

消費増税のペース緩和・先送り論について

財政再建へのコミットメント後退 （－） 国際公約へのコミットメントが後退するとの市場の思惑で、信任の低下につながる

メニューコストなど （－） 頻繁な価格改定でのコスト増

消費増税が途中で頓挫するリスク （－） 国際公約へのコミットメントが後退するとの市場の思惑で、信任の低下につながる

可処分所得の急減の回避 （＋） 消費の急減を緩和
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経済・物価環境： 成長モメンタムの拡大とデ
フレ圧力の緩和で、消費増税実施は十分可能

・デフレの根幹にある問題は、家計所得の減少（図
１）⇒デフレ期待の定着⇒消費萎縮。足元では反
転の動き

・雇用市場は97年とは異なり、足元で均衡（図3）

・民間設備投資は循環的な回復局面（図4）
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（出所）総務省、RBS証券推計

(%) （図3）完全失業率と構造失業率
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高齢化で、社会保障の給付は経済の伸びを上回り
続ける公算。税負担増は不可避

公債発行の累増以上に、社会保障関係費は他の
政策的支出を圧迫

（出所）財務省資料

（図５）一般会計歳出中に占める主要項目の割合
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財政再建に向けた果敢な姿勢と、信任の確
保は必要不可欠
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